
第 章 文化・観光

５ 社 会 体 育 施 設

県 － － － － － － －

市 － － －

町 － － － －

村 － － － － － － － － － －

計

前回
（H23)

　　注：野球場・ソフトボール場、多目的運動広場、水泳プール（屋内）、水泳プール（屋外）、体育館、トレーニング場、射撃場、ゴルフ場、キャンプ場は、箇所数を計上し、それ以外の施設は施設数を計上している。
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　資料　文部科学省「社会教育調査」
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６ 一年間に行った運動・スポーツの種目

１　　位 ２　　位 ３　　位 ４　　位 ５　　位

ウォーキング 体操 ボウリング ランニング テニスなど

（ 平成 ２４ 年）

ウォーキング 体操 ランニング ボウリング
バレーボールなど
テニスなど

（ 平成 ２７ 年）

ウォーキング 体操 ランニング ボウリング
キャッチボールな
ど

性

別 ウォーキング 体操 ボウリング
ダンス
テニスなど

ランニング

ボウリング ランニング
ウォーキング
バレーボールなど

体操 テニスなど

ウォーキング ランニング 体操
キャッチボールなど

ボウリング
野球など

ウォーキング 体操 ランニング
ボウリング

キャッチボールなど
テニスなど

ウォーキング 体操 ボウリング ゴルフ ランニング

ウォーキング 体操 登山 ダンス ランニング

ウォーキング 体操 ゲートボールなど
ダンス
ゴルフ

その他

今　回　調　査
（４５６人）

男　性
（２３５人）

女　性
（２２１人）

年
　
齢
　
別

２０～２９歳
（５９人）

３０～３９歳
（７２人）

４０～４９歳
（８１人）

５０～５９歳
（９６人）

６０～６９歳
（９１人）

７０歳～
（５７人）

　資料　教育庁スポーツ健康課「県民の健康・スポーツに関する意識調査」

前　回　調　査
（５０７人）

第 章 司法・警察

この章には、司法及び警察に関する統計を掲載している。

司法には、登記関係取扱状況、民事・行政・刑事・家事事件数等について掲載している。

資料は、青森地方法務局、裁判所「司法統計」による。

警察には、刑法犯、少年関係刑法犯の認知検挙等について掲載している。資料は、県警察

本部「犯罪統計書」による。

図２０ 刑法犯の認知・検挙件数の推移

第２０章 表９参照

司
法
・
警
察



第 章 司法・警察

１ 登 記 関 係 取 扱 状 況

（平成２８年）

件 数 個 数 税 額 件 数 個 数 税 額 件 数 税 額 件 数 個 数 税 額

平成２８年度から金額は公表されていない。

商 業 ・ 法 人 登 記 そ の 他 の 登 記

登 記 事 件 総 括 表

総 額 不 動 産 登 記

件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数

土 地 の 表 示 に 関 す る 登 記

合 筆 地 目 変 更 そ の 他総 数 土 地 の 表 題 分 筆

件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数

分 割 ・ 区 分 合 併 そ の 他

建 物 の 表 示 に 関 す る 登 記

総 数 建 物 の 表 題 床 面 積 の 変 更

区 分

件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数

土 地

建 物

そ の 他売買による移転

不 動 産 の 権 利 に 関 す る 登 記

総 数 所 有 権 保 存 相続・合併等の移転 （根）抵当権設定

件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数

　資料  青森地方法務局
　注１：件数及び個数は取り扱った登記の申請若しくは嘱託事件又は職権による登記事件を計上しており、却下並びに
　　　　取下げの件数及び個数を含む。
　注２：税額は平成２８年度から公表されていない。

そ の 他 の 登 記

総 数 立 木 船 舶 工 場 財 団 そ の 他 の 財 団 農業用動産抵当 建 設 機 械 鉱 害 賠 償
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そ の 他 の 登 記

総 数 立 木 船 舶 工 場 財 団 そ の 他 の 財 団 農業用動産抵当 建 設 機 械 鉱 害 賠 償

２ 民事・行政事件数－事件の種類及び新受、既済、未済件数の推移－地方裁判所

新 受 既 済 未 済 新 受 既 済 未 済 新 受 既 済 未 済 新 受 既 済 未 済 新 受 既 済 未 済

特 別 清 算

そ の 他

うち仮処 分

不 動 産

債 権

担保権の実行 不 動 産

としての競売 債 権

　資料　司法統計

飛 躍 上 告 提 起 ・ 上 告 提 起

再 審 （ 抗 告 ）

抗 告 提 起

共 助

雑

調 停

行 政 総 数

第 一 審 訴 訟

再 審 （ 訴 訟 ）

控 訴 提 起

飛 躍 上 告 受 理 申 立 て

油 濁 損 害 賠 償 責 任 制 限

過 料

共 助

仲 裁 関 係

人 身 保 護

雑

再 生

小 規 模 個 人 再 生

給 与 所 得 者 等 再 生

会 社 更 生

承 認 援 助

船 舶 所 有 者 等 責 任 制 限

労 働 審 判

保 全 命 令

配 当 等 手 続

強 制 執 行

財 産 開 示

破 産

再 審 （ 抗 告 ）

抗 告 提 起

民 事 非 訟

商事非訟

借 地 非 訟

配偶者暴力に関する保護命令

再 審 （ 訴 訟 ）

控 訴 提 起

飛 躍 上 告 受 理 申 立 て

飛 躍 上 告 提 起

上 告 提 起

抗 告

民 事 ・ 行 政 総 数

民 事 総 数

通 常 訴 訟

人 事 訴 訟

手 形 ・ 小 切 手 訴 訟

控 訴

事  件  の  種  類

青  森  地  方  裁  判  所

平成24年



第 章 司法・警察

３ 民事・行政事件数－事件の種類及び新受、既済、未済件数の推移－簡易裁判所

新 受 既 済 未 済 新 受 既 済 未 済 新 受 既 済 未 済 新 受 既 済 未 済 新 受 既 済 未 済

（ う ち 仮 処 分 ）

　資料　司法統計

過 料

共 助

少 額 訴 訟 債 権 執 行

雑

共 助

雑

調 停

行 政 総 数

公 示 催 告

保 全 命 令

少額訴訟判決に対する異議申し立て

再 審 （ 訴 訟 ）

控 訴 提 起

少額異議判決に対する特別上告提起

飛 躍 上 告 提 起

再 審 （ 抗 告 ）

抗 告 提 起

借 地 非 訟

和 解

督 促

手 形 ・ 小 切 手 訴 訟

少 額 訴 訟

民 事 総 数

通 常 訴 訟

事　件　の　種　類

民 事 ・ 行 政 総 数

青  森  地  方  裁  判  所

平成２４年

４ 刑事事件の種類別新受、既済、未済人員の推移－地方裁判所、簡易裁判所

新受人員 既済人員 未済人員 新受人員 既済人員 未済人員 新受人員 既済人員 未済人員 新受人員 既済人員 未済人員

　資料　司法統計

     　 の事件」とは、訴訟及び略式事件以外の事件をいう。

訴訟事件以外の事件

道路交通法及び自動車の保管

場所の確保等に関する法律違

反事件（略式）

訴 訟 事 件

青森地方裁判

所管内総数

略　式　事　件

(略式事件を除く)

平成24年

　　注：「訴訟事件」とは、地裁は第一審及び再審事件を、簡裁は通常第一審及び再審事件をいい、簡裁の「訴訟事件以外
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５ 通常第一審事件の終局総人員の推移－受理区分及び終局区分別－地方裁判所
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  資料　司法統計

　  注：1）正式裁判請求の取下げ（刑訴法第466条）の場合をいう。

　　　  2）刑訴法第5・8・17・18･19条等による終局の場合をいう。

　　　  3）「上訴」には控訴申立てのほか第一審判決に対する上告申立て（跳躍上告－刑訴法第406条，刑訴規則第254条）をした場合を含む。
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　資料　司法統計
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　　　　2）刑訴法第5・8・17・18･19条等による終局の場合をいう。

　　　　3）「上訴」には控訴申立てのほか第一審判決に対する上告申立て（跳躍上告－刑訴法第406条，刑訴規則第254条）をした場合を

　　注：1）正式裁判請求の取下げ（刑訴法第466条）の場合をいう。
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総
数

新
受
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済

未
済

新
受

既
済

未
済

新
受

既
済

未
済

新
受

既
済

未
済

新
受

既
済

未
済

新
受

既
済

未
済

新
受

既
済

未
済

新
受

既
済

未
済

平
成
2
4
年

新
受

既
済

未
済

新
受

既
済

未
済

新
受

既
済

未
済

新
受

既
済

未
済

新
受

既
済

未
済

新
受

既
済

未
済

平
成
2
4
年

　
　

　
　

１
）

民
事

控
訴

提
起

等
事

件
に

は
，

飛
躍

上
告

受
理

申
立

事
件

及
び

飛
躍

上
告

提
起

事
件

を
計

上
し

て
い

る
。

保
全
命

令
 事

件
 

家
事
共
助
事
件

家
事
雑
事
件
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事
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民
事

控
訴
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起
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事

件

１
）

再
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件
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森
家
裁
管
内
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数

家
事
調
停
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件

総
　
数

別
表
第
一
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判
事
件

別
表
第
二
審
判
事
件

新
受
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済

未
済
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表
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二
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件
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二
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停
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件
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年

新
受

既
済
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済
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済

未
済

新
受

既
済

未
済
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民
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提
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等
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１
）

再
審
事
件
 

青
森
家
裁
管
内
総
数

家
事
調
停
事
件

総
　
数

別
表
第
一
審
判
事
件

別
表
第
二
審
判
事
件

新
受

既
済

未
済

別
表
第
二
調
停
事
件

別
表
第
二
以
外
の
調
停
事
件

８ 家事審判・調停事件の事件別新受件数の推移―家庭裁判所

審判事件

別表第一

後見開始の審判及びその取消し（別一１等）

保佐開始の審判・取消しなど（別一１７等）

補助開始の審判・取消しなど（別一３６等）

後見人等の選任（別一３等）

うち成年後見人の選任（別一３）

うち成年後見監督人の選任（別一６）

うち保佐人の選任（別一２２）

うち保佐監督人の選任（別一２６）

うち補助人の選任（別一４１）

うち補助監督人の選任（別一４５）

うち未成年後見人の選任（別一７１）

うち未成年後見監督人の選任（別一７４）

離縁後の未成年後見人の選任（別一７０）

後見人等の辞任（別一４等）

後見人等の解任（別一５等）

うち職権によるもの

後見人の財産目録の作成の期間の伸長（別一９等）

居住用不動産の処分についての許可（別一１１等）

特別代理人の選任（利益相反行為）（別一１２等）

後見人等に対する報酬の付与（別一１３等）

後見等監督処分（別一１４等）

　 うち職権によるもの

第三者が子等に与えた財産の管理者選任等（別一１５等）

後見終了に伴う管理計算の期間の伸長（別一１６等）

臨時保佐人等の選任（利益相反行為）（別一２５等）

不在者の財産の管理に関する処分（別一５５）

失踪の宣告及びその取消し（別一５６等）

特別代理人の選任（嫡出否認）（別一５９）

子の氏の変更についての許可（別一６０）

養子をするについての許可（別一６１）

離縁をするについての許可（別一６２）

うち離縁に関する処分（別一６４）

うち親権喪失の審判（別一６７）

うち親権停止の審判（別一６７）

うち管理権喪失の審判（別一６７）

親権・管理権の辞任・回復（別一６９）

…

…

相続の承認又は放棄の期間の伸長（別一８９）

相続財産の保存又は管理に関する処分（別一９０）

相続の限定承認又は放棄の取消し（別一９１）

相続の限定承認の申述受理（別一９２）

鑑定人の選任（別一９３等）

相続の放棄の申述の受理（別一９５）

相続財産の分離に関する処分（別一９６）

相続財産管理に関する処分（財産分離）（別一９７）

相続財産管理人選任等（相続人不分明）（別一９９）

特別縁故者への相続財産の分与（別一１０１）

遺言の確認（別一１０２）

遺言書の検認（別一１０３）

遺言執行者の選任（別一１０４）

遺言執行者に対する報酬の付与（別一１０５）

遺言執行者の解任及び辞任（別一１０６等）

遺言の取消し（別一１０８）

遺留分の放棄についての許可（別一１１０）

任意後見契約に関する法律関係（別一１１１等）

うち任意後見監督人の選任（別一１１１等）

うち任意後見監督処分（別一１１５）

うち任意後見監督人の辞任（別一１１６）

うち任意後見人等の解任（別一１１７等）

うち任意後見監督人に対する報酬の付与（別一１１９）

戸籍法による氏の変更についての許可（別一１２２）

戸籍法による名の変更についての許可（別一１２２）

就籍についての許可（別一１２３）

推定相続人廃除等に伴う遺産の管理に関する処分（別一８８）

後見人等の権限行使についての定め及びその取消し（別一１０等）

夫婦の財産管理者変更・共有財産の分割（別一５８）

親権喪失・親権停止又は管理権喪失の審判及びその取消し（別一６７等）

扶養義務の設定及びその取消し（別一８４等）

推定相続人の廃除及びその取消し（別一８６等）

特別養子縁組の成立及びその離縁に関する処分（別一６３等）

平成24年
          　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　次

　区　分
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８ 家事審判・調停事件の事件別新受件数の推移―家庭裁判所（続）

戸籍の訂正についての許可（別一１２４）

戸籍事件についての処分に対する不服（別一１２５）

児童福祉法２８条１項の事件（別一１２７）

児童福祉法２８条２項の事件（別一１２８）

生活保護法３０条３項の事件（別一１２９）

破産法６１条の事件（別一１３１等）

破産法２３８条の事件（別一１３３）

別表第二

うち監護者の指定

うち養育費請求

うち面会交流

うち子の引渡し

うち監護者の指定

うち養育費請求

うち面会交流

うち子の引渡し

親権者の指定又は変更（別二８）

扶養に関する処分（別二９等）

うち協議離婚無効・取消し

うち認知

うち嫡出否認

うち親子関係不存在確認

資料　司法統計

離縁

祭祀の承継者の指定（別二５等）

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律８条１項の事件（別一１３４）

財産の分与に関する処分（別二４）

財産の分与に関する処分（別二４）

生活保護法７７条２項の事件（別二１６）

推定相続人の廃除及びその取消し（家審法乙９）

寄与分を定める処分（別二１４）

推定相続人の廃除及びその取消し（家審法乙９）

別表第二以外

請求すべき按分割合に関する処分（別二１５）

子の監護者の指定その他の処分（別二３）

子の監護者の指定その他の処分（別二３）

遺産の分割に関する処分など（別二１２等）

夫婦の同居・協力扶助（別二１）

平成24年
          　　　　　　　　　　　　　　　　 年　次

　区　分

生活保護法７７条２項の事件（別二１６）

親権者の指定又は変更（別二８）

扶養に関する処分（別二９等）

寄与分を定める処分（別二１４）

請求すべき按分割合に関する処分（別二１５）

別表第二

婚姻中の夫婦間の事件

遺産の分割に関する処分など（別二１２等）

その他

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律３条１項の事件 （別一１２６）

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律２３条の２第２項の事件（別一１３０）

夫婦の同居・協力扶助（別二１）

婚姻費用の分担（別二２）

祭祀の承継者の指定（別二５等）

離縁後の親権者の指定（別二７）

調停事件

婚姻外の男女間の事件

離婚その他男女関係解消に基づく慰謝料

親族間の紛争

合意に相当する審判事項

婚姻費用の分担（別二２）

離縁後の親権者の指定（別二７）



第 章 司法・警察

８ 家事審判・調停事件の事件別新受件数の推移―家庭裁判所（続）

戸籍の訂正についての許可（別一１２４）

戸籍事件についての処分に対する不服（別一１２５）

児童福祉法２８条１項の事件（別一１２７）

児童福祉法２８条２項の事件（別一１２８）

生活保護法３０条３項の事件（別一１２９）

破産法６１条の事件（別一１３１等）

破産法２３８条の事件（別一１３３）

別表第二

うち監護者の指定

うち養育費請求

うち面会交流

うち子の引渡し

うち監護者の指定

うち養育費請求

うち面会交流

うち子の引渡し

親権者の指定又は変更（別二８）

扶養に関する処分（別二９等）

うち協議離婚無効・取消し

うち認知

うち嫡出否認

うち親子関係不存在確認

資料　司法統計

離縁

祭祀の承継者の指定（別二５等）

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律８条１項の事件（別一１３４）

財産の分与に関する処分（別二４）

財産の分与に関する処分（別二４）

生活保護法７７条２項の事件（別二１６）

推定相続人の廃除及びその取消し（家審法乙９）

寄与分を定める処分（別二１４）

推定相続人の廃除及びその取消し（家審法乙９）

別表第二以外

請求すべき按分割合に関する処分（別二１５）

子の監護者の指定その他の処分（別二３）

子の監護者の指定その他の処分（別二３）

遺産の分割に関する処分など（別二１２等）

夫婦の同居・協力扶助（別二１）

平成24年
          　　　　　　　　　　　　　　　　 年　次

　区　分

生活保護法７７条２項の事件（別二１６）

親権者の指定又は変更（別二８）

扶養に関する処分（別二９等）

寄与分を定める処分（別二１４）

請求すべき按分割合に関する処分（別二１５）

別表第二

婚姻中の夫婦間の事件

遺産の分割に関する処分など（別二１２等）

その他

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律３条１項の事件 （別一１２６）

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律２３条の２第２項の事件（別一１３０）

夫婦の同居・協力扶助（別二１）

婚姻費用の分担（別二２）

祭祀の承継者の指定（別二５等）

離縁後の親権者の指定（別二７）

調停事件

婚姻外の男女間の事件

離婚その他男女関係解消に基づく慰謝料

親族間の紛争

合意に相当する審判事項

婚姻費用の分担（別二２）

離縁後の親権者の指定（別二７）

９ 刑法犯 罪種別 認知・検挙状況の推移

認知件数 検挙件数 検挙人員 うち少年 認知件数 検挙件数 検挙人員 うち少年 認知件数 検挙件数 検挙人員 うち少年

強 盗 殺 人

そ の 他

　資料　県警察本部「犯罪統計書」

器 物 損 壊 等

占有離脱物 横領

公 務 執 行 妨 害

住 居 侵 入

逮 捕 監 禁

略取誘拐・人身売買

公然わいせつ・物

そ の 他 の 刑 法 犯

凶 悪 犯

殺 人

放 火

強 姦

傷 害

背 任

凶 器 準 備 集 合

窃 盗 犯

賭 博

恐 喝

乗 り 物 盗

あっせん利 得等

強 制 わ い せ つ

知 能 犯

職 権 濫 用

風 俗 犯

横 領

侵 入 盗

非 侵 入 盗

賄 賂

偽 造

詐 欺

脅 迫

強 盗

　　　　　年　次

　罪　種

刑 法 犯 総 数

平　成　26　年

粗 暴 犯

暴 行



年
次

罪
種

2
4
年

2
5
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
4
年

2
5
年
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年
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傷
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・
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物

損
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そ
の

他

　
資
料
　
県
警
察
本
部
 
「
犯
罪
統
計
書
」
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凶
悪

犯

小
学

生
中

学
生

1
0
　

少
年

関
係

刑
法

犯
検

挙
・

補
導

人
員
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推
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触
法

少
年

犯
罪

少
年

刑
法

犯
総

数

高
校

生

そ
の

他
の

刑
法

犯

粗
暴

犯

窃
盗

犯

知
能

犯

風
俗

犯

特 別 法 犯 送 致 状 況 の 推 移

送致件数 送致人員 うち少年 送致件数 送致人員 うち少年 送致件数 送致人員 うち少年

特 別 法 犯 総 数

公 職 選 挙 法

入 管 法

軽 犯 罪 法

迷 惑 防 止 条 例

動 物 愛 護 管 理 法

ス ト ー カ ー 規 制 法

特殊開錠用具所持禁止法

私事性的画像被害防止法

風 営 適 正 化 法

売 春 防 止 法

児 童 福 祉 法

未 成 年 者 飲 酒 禁 止 法

未 成 年 者 喫 煙 禁 止 法

青 少 年 保 護 育 成 条 例

児童買春 ・ 児 童 ポ ル ノ 法

出 資 法

貸 金 業 法

犯 罪 収 益 移 転 防 止 法

銃 刀 法

狩 猟 法

火 薬 類 取 締 法

麻 薬 等 取 締 法

大 麻 取 締 法

覚 せ い 剤 取 締 法

医 薬 品 医 療 機 器 等 法

毒 劇 物 法

麻 薬 等 特 例 法

食 品 衛 生 法

廃 棄 物 処 理 法

狂 犬 病 予 防 法

労 働 基 準 法

職 業 安 定 法

不 正 競 争 防 止 法

労 働 者 派 遣 法

銀 行 法

特 定 商 取 引 法

森 林 法

漁 業 法

水 産 資 源 保 護 法

漁 船 法

外 来 生 物 法

鉄 道 営 業 法

電 波 法

不 正 ア ク セ ス 禁 止 法

商 標 法

著 作 権 法

そ の 他 の 法 令

　資料　県警察本部　「犯罪統計書」

２７ ２８平成２６年　　　           　年　次
　法　令
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非行少年等の補導状況の推移

総数 女子 総数 女子 総数 女子 総数 女子 総数 女子 総数 女子
総数
（％

女子
(％)

△ 356 △ 161 △ 12.2 △ 19.7

△ 67 △ 20 △ 19.4 △ 26.0

犯 罪 少 年 △ 63 △ 18 △ 25.2 △ 32.7

触 法 少 年 △ 4 △ 2 △ 4.2 △ 9.1

△ 2 △ 1 △ 8.3 △ 50.0

△ 2 △ 66.7

△ 287 △ 138 △ 11.3 △ 18.8

　資料　県警察本部「犯罪統計書」

増　減　数 増　減　率
    年別対比

 区　　分

平成24年

総　　　　数

不良行為少年

刑 法 犯 少 年

特別法犯少年

ぐ 犯 少 年

刑法犯少年学識別補導状況の推移

総数 女子 総数 女子 総数 女子 総数 女子 総数 女子 総数 女子
総数
（％）

女子
(％)

△ 67 △ 20 △ 19.4 △ 26.0

△ 56 △ 15 △ 19.4 △ 22.7

未 就 学 児 童 … …

小 学 生 △ 3 △ 6.4

中 学 生 △ 10 △ 10 △ 8.3 △ 34.5

高 校 生 △ 36 △ 8 △ 32.4 △ 28.6

大 学 生 △ 6 △ 66.7 △ 100.0

専修学校 生等 △ 1 △ 100.0 …

△ 11 △ 5 △ 19.0 △ 45.5

有 職 少 年 △ 1 △ 2.9

無 職 少 年 △ 10 △ 6 △ 43.5 △ 100.0

　資料　県警察本部「犯罪統計書｣

      年別対比

 区　　分

増　減　率

そ の 他

学 生 ・ 生 徒 等

刑 法 犯 総 数

増　減　数平成24年


